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地域活性化施策に係る人材の確保支援

関係人口

短期的滞在 期間限定居住 移住

地域に多様な形で担い手等として
関わる様々な人々を創出

都市部の人が、 働きながら地方
での暮らしを体験（2週間～1ヶ月）

おためし
地域おこし協力隊

地域活性化起業人

地域協力活動を行いながら、
地域への定住・定着を図る

（１～３年）

地域おこし協力隊

地方団体が、都市の企業等の
社員を派遣受入
（６ヶ月～３年）

地域協力活動を体験
(2泊3日～)

企業版ふるさと納税
(人材派遣型)

地域おこし
協力隊インターン

実際の隊員業務に従事
（2週間～3ヶ月）

《企業人材》 ※企業と協定

地域・行政・民間の橋渡し
をしながら、地域の重要
プロジェクトを推進

地域プロジェクト
マネージャー

高

低

専
門
性

ふるさとワーホリ

集落支援員

集落の巡回、
状況把握等

交流人口 ゆるやかな関係人口 コアな関係人口
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○制度概要：都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし
協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、
農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

○実施主体：地方公共団体
○活動期間：概ね１年以上３年以下
○地方財政措置：
◎地域おこし協力隊取組自治体に対し、概ね次に掲げる経費について、地方交付税措置
①地域おこし協力隊員の募集等に要する経費：１自治体あたり300万円上限
②地域おこし協力隊員の活動に要する経費：隊員１人あたり480万円上限(報償費等：280万円、その他活動経費：200万円)
③地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費：１自治体あたり200万円上限
④地域おこし協力隊員等の起業に要する経費：任期２年目から任期終了翌年の起業する者１人あたり100万円上限

地域おこし協力隊導入の効果
～地域おこし協力隊・地域・地方公共団体の「三方よし」の取組～

地域おこし協力隊

地 域 地方公共団体

○自身の才能・能力を
活かした活動

○理想とする暮らしや
生き甲斐発見

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）

○協力隊員の熱意と行動力が
地域に大きな刺激を与える

○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策

○住民が増えることによる
地域の活性化

地域おこし協力隊とは

隊員数、取組自治体数の推移

地域おこし協力隊（H21～）

⇒ 令和８年度に10,000人を目標

• 隊員の約４割は女性
• 隊員の約７割が20歳
代と30歳代

※ 隊員数、自治体数は、総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づくもの（いずれも特別交付税算定ベース）。
※ 平成26年度から令和3年度の隊員数は、名称を統一した「田舎で働き隊(農林水産省)」の隊員数を含む。

隊員数の特徴

• 令和４年３月31日までに任期終了した隊員の累計は 9,656人
• 任期終了後、およそ65%が同じ地域に定住
（うち、約４割が起業、約４割が就業、約１割が就農・就林等）

任期終了後の隊員の動向（R4.3末調査時点）
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地域活性化起業人（企業人材派遣制度）（H26～）

対象者 三大都市圏に所在する企業等の社員（在籍派遣）
※三大都市圏に本社機能を有する企業等については派遣時に 三大都市圏に勤務することを要しない

受入団体

期 間 ６ヵ月 ～ ３年

○ 地方公共団体が、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かしながら

地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらい、地域活性化を図る取組に対し特別交付税措置。

活動内容（例）

特別交付税
措 置

○派遣元企業に対する負担金など起業人の受入れの期間中に要する経費 上限額 年間５６０万円／人

○起業人の受入準備経費 上限額 年間１００万円（措置率０．５）／団体
（派遣元企業に対する募集・PR、協定締結のために必要となる経費）

○起業人が発案・提案した事業に要する経費 上限額 年間１００万円（措置率０．５）／人

①３大都市圏外の市町村

②３大都市圏内の市町村のうち、条件不利地域を有する市町村、定住自立圏に取り組む市町村

及び人口減少率が高い市町村

1,432市町村
※R5.4.1現在

地域活性化起業人の推移

地域活性化に向けた幅広い活動に従事

○観光振興 ○デジタル人材 ○地場産品の開発・販路拡大 ○地域経済活性化 ○移住促進・交流人口の拡大 等

実 績

※特別交付税ベース

年 度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

企業人数 22人 29人 37人 57人 70人 95人 148人 395人 618人

受入団体数 17団体 25団体 32団体 50団体 56団体 65団体 98団体 258団体 368団体

20代 30代 40代 50代 60代以上

12.4％ 26.3％ 27.2％ 27.9％ ６.2％

【年代割合（令和４年度）】
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（移住フェアの模様）

移住・交流情報ガーデン（H27.3～）

○ 地方への移住を検討している方等に対し、居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンストップで
対応する窓口である「移住・交流情報ガーデン」を東京駅八重洲口に開設（平成２７年３月２８日開設）

○ 関係省庁とも連携し、総合的な情報提供を実施。地方自治体等による移住相談会、フェア等の場として利用可能。

○関係府省とも連携し、地方への移住等に係る問合せや、
しごと情報・就農支援情報に対応する「相談窓口コーナー」

○地方自治体等による移住相談会、フェア等の場として利用可能な
「イベント・セミナースペース」

○自由に地方への移住等に関する情報を検索できる「情報検索
コーナー」や、「移住・交流」や「地域おこし協力隊」に関する
パンフレットを配架している「地域資料コーナー」

〇地域おこし協力隊に関する相談等を一元的に対応する「地域おこし
協力隊サポートデスク」

年度
来場者数

（人）
あっせん件数

（件）
イベント回数

（回）

平成27年度 16,687 7,593 206

平成28年度 11,319 6,800 193

平成29年度 13,955 9,791 254

平成30年度 12,772 10,149 249

令和元年度 10,841 9,811 252

令和２年度 3,192 914 35

令和３年度 2,894 617 51

令和４年度 6,618 3,298 140

○移住・交流情報ガーデンの来場者数・あっせん件数等実績

※平成２７年度には、平成２７年３月２８～３１日分を含む。

（移住相談ブース）

［所在地］ 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル
［アクセス］ＪＲ／東京駅（八重洲中央口）より徒歩4分

地下鉄／銀座線 京橋駅より徒歩5分
銀座線・東西線 都営浅草線 日本橋駅より徒歩5分
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○ 地方公共団体が実施する移住体験（二地域居住体験を含む）、移住者希望者等に対する就
職・住居支援等について平成２７年度より特別交付税措置。

【施策概要】

取組の内容

地方団体の取組例 措置概要

①情報発信 ・相談窓口の設置
・「移住・交流情報ガーデン」などにおける移住相談
会、移住セミナー等の開催
・各自治体のＨＰ、東京事務所等での情報発信
・移住関連パンフレット等の制作
・移住促進等のためのプロモーション動画の制作

「地方自治体が実施する移住・定住対策等の推進について」
（令和3年3月30日付け総行応第79号）

Ⅰ．地方自治体が実施する移住・定住対策に要する経費に対
する特別交付税措置

○ 左の①～④の対象事業に要する経費を対象
（措置率０．５×財政力補正）

Ⅱ．「移住コーディネーター」又は「定住支援員」の設置に
要する経費に対する特別交付税措置

○ 左の⑤の「移住コーディネーター」又は「定住支援員」（移
住・定住に関する支援を行う者）を設置する場合の報償費
等及び活動経費を対象

○ １人当たり350万円上限（兼任の場合40万円上限）

②移住体験 ・移住体験ツアー（二地域居住体験）の実施
・移住体験住宅の整備
・ＵＩターン産業体験（農林水産業、伝統工芸等）

③就職支援 ・移住希望者等に対する職業紹介、就職支援
・新規就業者（本人、受入企業）に対する助成

④住居支援 ・空き家バンクの運営
・住宅改修への助成

⑤移住を検討
している者
や移住者へ
の支援

・移住コーディネーターや定住支援員による支援

自治体による移住関連施策への特別交付税措置（H27～）
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特定地域づくり事業協同組合

対 象：人口規模・人口密度・事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
※過疎地域に限られない

認定手続：事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
特例措置：労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を届出で実施可能

人口急減法の概要

特定地域づくり事業協同組合制度の概要

都道府県

・事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない
・安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない
⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

人口急減地域の課題

・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
・組合で職員を雇用し事業者に派遣
（安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保）

⇒地域の担い手を確保

特定地域づくり事業協同組合制度

〈組合の運営経費〉

市 町 村
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特定地域づくり事業協同組合員

…

人材 派遣

認定

漁

業

者

１／８
特別
交付税

市町村
実質負担

１／８

１／２市町村助成

根拠法：地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和2年6月4日施行）

財政
支援

利用 料金

地域づくり人材の雇用⇒所得の安定・社会保障の確保

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

情報提供
助言、援助
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